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★ 事業の内容 

 団体等が主体的に取り組む「身近な地域での課題の解決や活力の向上」のための活動

（＝事業）のうち、所定の審査を通過したものに対し、市が補助金を交付します。（活動

の種類や分野は問いません。） 

【ご注意ください‼】次のような事業は対象となりません
．．．．．．．．

。 

 ① 物品の購入や施設等の整備・修繕のみを目的とした、活動を伴わない事業 

 ② 政治活動・宗教活動を目的とする事業 

 ③ 公序良俗に反する事業 

 ④ 国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業 

 ⑤ 市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業（事業計画の策定や推進のための会議など） 

 ⑥ 行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業 
 

★ 提案できる人 

 5 人以上で構成する市内で活動する法人または団体の皆さんです（政治活動や宗教活動を

目的とする法人等及び営利法人を除く）。新しく立ち上げた団体等も対象となります。 

★ 事業の実施期間 

 令和 5 年 3 月 31 日まで（経費の支払い、実績報告書の提出を含む） 

★ 身近な地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、市民の

皆さんが自発的・主体的に行う地域活動に対して支援を行います。 

★ 私たちの地域を、もっと住みよく、もっと元気にするために、この事業を活用し、まち

づくり活動に取り組んでみませんか。 

★ 令和 4 年度に実施する事業の提案を以下のとおり募集します。奮
ふる

ってご応募ください。 

4 月1 日(金)から4 月21 日(木)まで【必着】 
※ 土日や閉庁後など業務時間外に受付を希望される方は、予めご相談ください。 

● 募集期間 

● 実施方法 

 郵送の場合は、 
 4 月 21 日の 
 消印まで有効 

※ 地域活動支援事業は、市民の皆さんが自ら補助金の使い道を考え、活動することを通じて、市民の皆さんに

「自治」や「地域づくり」について考えていただく機会でもあります。 

上越市地域活動支援事業 令和 4 年度実施分 募集要項 
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★ 事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助します。 

【ご注意ください‼】次のような経費は対象となりません
．．．．．．．．

。 

 ① 事業提案や実績報告などに要する事務的な経費（提出資料のコピー代や郵送代等） 

 ② 提案団体の運営に要する経費（人件費・事務所の家賃等） 

 ③ 提案団体の構成員が飲食を行う経費（弁当代やイベント終了後に行う懇親会の食事代

等。作業に参加した人へのお茶代・菓子代は対象経費に含めることができますが、審

査の結果、補助の対象とならない場合があります。） 

 ④ 会議の時のお茶代・菓子代・弁当代 

 ⑤ 金券等（商品券・サービス券等）の発行に係る経費 

 ⑥ その他、対象とすることが適当でないと市長が認めた経費 

 

・補助金額は、春日区の予算（配分額）の範囲内で決定します。 

・補助金額は千円単位です。（千円未満の端数は、応募団体等の負担となります。） 

・提案事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や、補助希望額

どおりとならない場合があります。 

 

★ 事業提案書の提出 

  所定の事業提案書に必要事項を記入し、資料（団体の規約、見積書※1、図面など）、 

 「令和 4 年度 地域活動支援事業(春日区) 事業提案に係る確認事項」とともに、中部まち

づくりセンターに郵送※2（4 月 21 日の消印まで有効）または持参等で提出してください。 
 

 ・提案に当たっては、「地域活動支援事業に関するＱ＆Ａ」を必ずお読みいただき、詳細

についてご確認ください。（応募に必要な様式及びＱ＆Ａは、まちづくりセンターの窓

口で配布するほか、市のホームページからダウンロードすることができます。） 

 ・補助の決定前に事業に着手した場合も補助の対象となります（事業提案書の提出日以

降の活動に限る）が、審査の結果、不採択となる場合や補助希望額どおりとならない場

合があります。 

 ・自己所有以外の土地等を利用する事業を提案するときは、土地所有者等と事前の相談

を行ってください。（審査終了後に、所有者の承諾書を提出していただく必要がありま

す。） 
 

 ※1 1 件あたり 10 万円以上の経費については、2 者以上の見積書の添付が必要です。 

 ※2 新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、郵送等での提出にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 支援内容 

● 補助金の額 

春日区の予算(配分額)：1,070 万円 
補助率：10/10(100％)以内 補助下限額：5 万円(5 万円以上の事業が対象) 

※ 補助希望額の総額が予算(配分額)に満たない場合でも、審査により減額する場合があります。 

● 応募方法 
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★ 審査の進め方 

✓事業の審査は、春日区地域協議会が定めた令和 3 年度の審査基準に基づき、市が行います。 

✓提案事業を実施する意義や活動の内容を正しく理解するため、プレゼンテーション審査を

実施します。プレゼンテーション審査には、すべての団体の出席をお願いします。 

✓審査では、事業提案書とプレゼンテーション審査をもとに、「Ⅰ採択方針」に適合するかど

うかの判定と「Ⅱ共通審査基準」に基づく採点を行い、総合的に採否を判断します。 

● 提案事業の審査 

Ⅱ 共通審査基準 … 全市共通の項目と視点により採点します。 

審査項目 審査の視点 配点 

①公益性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 

・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用される見

込みがあるか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 

・提案者以外の市民や団体等に不利益を与えるものではないか。 

5 点 

②必要性 

・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・緊急性の高い提案事業であるか。 

・ほかの方法で代替できないものであるか。 

・補助金を充てる経費が、提案事業を実施する上で不可欠なものであり、その

規模も必要な限度となっているか。 

5 点 

③実現性 

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 

・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

5 点 

④参加性 
・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できる

ものか。 
5 点 

⑤発展性 

・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 

・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 

5 点 

 

 地域住民が安心して暮らせる地域づくりを進めるとともに、春日山城跡を中心とした豊かな歴

史、文化と自然の宝庫を活かし、保存整備を基本とした環境整備のため、住民が自主的・主体的に

取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先的に採択する。 
 

〇 行政と住民、NPO など団体と住民が協働して取り組む、または住民が主体となって取り組む地

域づくり事業 

〇 地域住民が心豊かで安全安心に暮らせる住みよいまちづくりを進める事業 

〇 春日区の自然景観と観光資源の整備活用を図る事業 

〇 観光に関係するイベントの企画、実行や特産品開発などにより、地域力の向上に資する事業 

〇 関係団体や地域住民の総力をあげた環境への関心向上のための事業 

〇 春日山を中心とした地域の自然・里山・歴史等を学ぶ事業 

〇 芸術・文化・スポーツを通じた活動により、地域の活性化に資する事業 

〇 地域住民が互いに尊重し理解を深め、繋がりを形成できる事業 

Ⅰ採択方針 … 地域自治区が抱える地域課題等に応じて、どのようなテーマの事業を実施すべきか

を明らかにしたものです。 
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上 越 市 

自治・市民環境部 自治・地域振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案いただいた事業や採択事業は、市民の皆さんにその内容を広くお知らせするため、報道機関

に情報提供を行うほか、市のホームページなどで紹介します。また、実施した事業について、事例

集の作成や成果発表会を予定していますので、事業を提案される場合は、あらかじめご承知おきく

ださい。 

 

● Q＆A 

● 事業の流れ 

● 事業の紹介・公表 

● ご相談・ご応募はこちらです！ 
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※変更があった場合 
【提出書類】 
 ・変更承認申請書  
 ・その他必要書類 

担当する地域自治区 事 務 所 所  在  地 

春日区・新道区 

諏訪区・津有区 

高士区 

中部まちづくりセンター 

〒943-8601 

 上越市木田 1-1-3（木田第二庁舎 3 階） 

 ☎ 025-526-1690（直通） FAX 025-520-5853 

 E-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

 

【提出書類】 

 ・補助事業実績報告書  
 ・事業結果概要書  
 ・その他必要書類 

【提出書類】 

 ・補助金交付申請書  
 ・その他必要書類 

【提出書類】 
 ・事業提案書  

 ・事業提案に係る確認事項 
 ・その他必要書類 

Ｑ 事業で備品を購入してもよいですか。 

Ａ 基本的にはレンタル等で対応してください。しかし、地域の課題解決や活力向上を図る

ための活動に不可欠な備品であることを前提に、備品の使用頻度や費用面を考慮した結

果、購入の方がメリットが大きい場合や、レンタル等ができない場合は、補助の対象と

することができます。この場合、レンタル等で対応できない理由や償却期間までの活用

予定、管理体制などを確認させていただきます。 
 

Ｑ 多忙のためプレゼンテーションに出席できません。 

Ａ 代表の方の出席が難しい場合は、代理の方の出席をお願いします。代理の方の出席も難

しい場合は、プレゼンテーション開催日とは別にご説明いただく機会を設けるなど、す

べての提案についてプレゼンテーション審査が行えるよう調整します。 
 

※ ご不明な点がありましたら、中部まちづくりセンターまでお気軽にお問い合わせください。 



 

                                  ※事業提案書と併せて提出 

 

令和 4 年度 地域活動支援事業(春日区) 事業提案に係る確認事項 
 

                        団体名              

（確認事項１）プレゼンテーション審査への出席 

 審査に当たり、事業実施の意義や活動を正しく理解するため、プレゼンテーション審

査を実施します。プレゼンテーション審査には、すべての団体の出席をお願いします。 
 

 ＜開催日・会場＞ 

 ・ 日時  令和 4 年５月 28 日(土) 午後 1 時から(１団体当たり約 10 分間） 

       ※ 各団体の審査開始時刻は、提案受付の順を基本に割り振り、別途お知らせします。 

 ・ 会場  上越市市民プラザ（土橋 1914-3）の会議室を予定 
 

 ＜出席者＞ 

 ・ 代表の方の出席が難しい場合は、代理の方の出席をお願いします。 

 ・ 新型コロナウイルス感染防止対策のため、出席者は 2 人以内でお願いします。 
 

  ※上記の開催日に出席できない団体 

   予備日を設けますので、以下によりご都合をお聞かせください。 
  

★ プレゼンテーションへの出席について、出席できる日の□に✓を入れてください。 

 □ 開催日（５月 28 日(土)午後）の審査に出席する。 

 □ 予備日の審査に出席する。（出席できるすべての日
．．．．．

に✓を入れてください。） 

   ⇒□ 5 月 30 日(月)夕方  □ 6 月２日(木)夕方  □ 6 月 4 日(土)午後 
 

 

（確認事項２）支出費目の優先順位 

 補助希望額の合計が春日区への配分額を上回った場合や、審査において全額補助が適

当でないと判断した場合は、一部減額して採択することがあります。その際の参考とす

るため、支出費目の優先順位を記載してください。 

 ※ 優先順位は、目的達成に必要な費目について、その必要性の度合いを示すものです。 

 ※ 費目そのものが補助にそぐわない
．．．．．．．．

と判断した場合は、配分額の残額や優先順位に関わらず、

当該費目を補助対象外とすることがあります。 
 

 ＜優先順位の記載方法＞ 

 ・ 「上越市地域活動支援事業提案書」中、「２ 事業の概要 ⇒ ⑻ 事業の収支計画等 ⇒ 

   イ 支出の部」に、裏面の記載例を参考に記載してください。 
 

★ 確認のため、以下の□に✓を入れてください。 

 □ 優先順位を記載した。 

                                   （※裏面に記載例あり） 

 



 
 

⑻ 事業の収支計画等 

  ア 収入の部                          （単位：円） 

費  目 金  額 説  明 

地域活動支援事業

費補助金 
1,000,000  

△△地区活性化協

議会 自主財源 
200,000 参加費 ＠500円×50人×8か月 

合  計 1,200,000  

  イ 支出の部                          （単位：円） 

費  目 金  額 説  明 

1)いきいき講座   

 報償費 ③    160,000 講師謝金 ＠5,000円×32回 

2)健康相談   

 報償費 ④    220,000 
相談員謝金 ＠5,000円×44回（前半の外部相

談員分。後半はスタッフが対応） 

 備品購入費 ⑦    44,000 

血圧計 ＠8,000円×2 

体重計 ＠4,000円×2 

握力計 ＠20,000円 

3)子ども達との交流会   

 消耗品費 ⑩     5,000 マジック、蛍光ペン、画用紙等 

4)スタッフ研修会   

報償費 ①    50,000 
講師謝金 ＠5,000円×10回（市職員以外の講

師分） 

印刷製本費 ②    540,000 テキスト印刷費 ＠180円×3,000冊 

5)文化祭   

 会場使用料 ⑤     5,000  

消耗品費 ⑧    20,000 色紙、模造紙、装飾品等 

印刷製本費 ⑥    60,000 
ポスター印刷費 ＠150円×200部＝30,000円 

チラシ印刷費 ＠20円×1,500部＝30,000円 

6)その他   

会場使用料 ⑨    96,000 ＠200円×5時間×週 3回×4週×8か月 

合  計 1,200,000  

記載例 

自主財源がない場合

は記入不要です。 

1,000 円未満の端数が

ある場合は、申請者の

負担になります。 

積算根拠について、具体的に記載し

てください。 

工事や業務委託、備品購入、印刷費

などは見積書が必要です。 

詳しいことは各総合事務所、まちづ

くりセンター、自治・地域振興課へ

お問い合わせください。 

 

見積書が必要です。 

見積書が必要

です。 

業務委託をする

場合など、10万円

以上の経費につ

いては2者以上の

見積書が必要で

す。 

事業の目的達成に必要な経費を把握するた

め、優先順位を記載してください。 

(最も優先されるものから①、②、③・・・) 


